
中小企業基本法第二
条で規定する中小企業
者（個人を除く）か？

ベンチャー企業の該否判断（フロー図）
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・ 他の法人＃（※および連結子会社を含むグループ）が
株式総数又は出資総額の1/2(※の場合は2/3)以上
の株式又は出資金を有するか？

or
・ 常時使用する従業員数が1000名以上であるか?

他の法人#（※および連結子会社を含む
グループ）が、株式総数又は出資総額の
1/2(※の場合は2/3 )以上の株式又は
出資金を有するか

1) 前事業年度において、当期利益が計上されていない
or

2) 当期利益は計上されているが事業利益がない
or

3) 繰越損失が計上されている

＃「他の法人」とは、ベンチャーキャピタル等を除く。
また、特定の個人は、法人に該当しない。
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